
 

 

 

原油・原材料価格の高騰等に対応するための 

中小企業者を支援する新たな融資の創設について 
 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、今般のウクライナ情勢等に伴

う原油・原材料価格の高騰や資材の供給不足により、収益が減少している中小企業者の

資金の調達を支援するため、新たに「原油・原材料高騰等対策特別資金」を創設します

ので、お知らせします。 
 
１ 名 称 

  原油・原材料高騰等対策特別資金 
 
２ 制度概要 

融資対象者 

次のいずれかに該当する中小企業者 
・原油・原材料の高騰等により、最近３ヶ月の売上総利益額（粗利益）

の合計が前年同期の売上総利益額と比べて５％以上減少しているこ

と 
・原油・原材料の高騰等により、最近１ヶ月の売上総利益額（粗利益）

が前年同期の売上総利益額と比べて５％以上減少し、かつ、その後２

ヶ月の見込みを含む３ヶ月の売上総利益額（粗利益）の合計が前年同

期の売上総利益額と比べて５％以上減少することが見込まれること 

融資限度額 ２，０００万円 

融 資 利 率 １．６％以内（利用者負担０．６％以内、市利子補給１．０％） 

融 資 期 間 ７年以内（据置１年以内） 

取 扱 期 間 令和４年５月１６日（月） ～ 令和５年３月３１日（金） 

申 込 先 相模原市中小企業融資制度等取扱金融機関・支店 
 ※別紙をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年４月２８日 

相模原市発表資料  

問合せ先 

産業支援課 

電話 042-769-8237 
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